業務委託仕様書
１　件名
　　【単価契約】原動機付自転車等に係る標識の回収及び破砕処分業務

２　予定数量
[bookmark: _Hlk147489844]　　標識（ナンバープレート）：約９，５００枚（約４７５ｋｇ）　
　　段ボール箱（約４５箱分）

３　業務内容
受託者は本市職員の指示に従い、本市の事務所（２箇所）から標識を搬出し、受託者の処分場にて当日中に破砕処理を行い、再利用不可能な状態にする。破砕処理後の標識は、受託者にて処分する。また、破砕処理後の標識を撮影し、提出する。
標識は段ボール箱に梱包された状態で持ち込まれるため、その開梱と、段ボールの処分も併せて行う。

４　回収場所
(1)軽自動車税事務所分室（中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1　井門明治安田生命ビル６階）
(2)軽自動車税事務所（伏見区深草中川原町13番地の7京都管理基地事務所2階）
※（２）は、エレベーターなし

５　業務履行期間
　　実施日　：契約締結の翌日から令和８年３月１３日（金）までの間の平日１日間とし、詳細な日程は本市と協議のうえ決定する。 
　　時　間　：８：４５～１６：００までの間

６　その他
　（１）本件は単価契約とする。見積書は１車及び１ｋｇ当たりの単価見積とすること。
（２）受託者は法令等に基づく産業廃棄物収集・運搬及び処分の許可証を有すること。また、契約の際はその写しを提出すること。
　（３）当日中に標識の回収及び処分を完了させること。
　（４）回収車について、標識が荷台から落ちることがないよう、荷室（コンテナ）付きのものを配車すること。
　（５）回収に際して必要な機材は受託者にて準備すること。
（６）標識等はダンボール箱に入った状態で梱包されているため、ダンボール箱ごと搬出すること。
（７）履行後に業務が適切に行われたことを証明するため、完了届及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｂ２票、Ｄ票及びＥ票を提出すること。
（８）受託者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らして
はならない。
（９）受託者は、本市の合意がなければ、第三者に対して本契約により生じた権利義
務の譲渡又は業務の再委託をすることはできない。
（10）受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入らないものとす
る。
（11）業務上における安全衛生に関する管理は、受託者の責任において、関係法令に
従い行う。また、事故等が発生した場合は、受託者の責任において処理する。
（12）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ
決定する。
 
７　担当者及び連絡先
　京都市市税事務所軽自動車税事務所
（京都管理基地事務所）奈良　電話　０７５－７４６－４８２４
（分室）鈴木　電話　０７５－７０８－７６２２
　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７５－７４６－４８６４
